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１．改正食品衛生法に基づく対応 

（１）ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化について 

原則として全ての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施を

求める。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じ

た衛生管理を求めることとした。 

 

従前の経緯 

 

○ 食品衛生法等の一部を改正する法律が第 196 回通常国会で成立し、平成 30 年６月 13 日に公

布され、令和２年６月１日の施行後、一年間の経過措置期間を経て、令和３年６月１日に完全施

行された。これにより、製造・加工、調理、販売等を行う、原則として全ての食品等事業者を対

象として、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を求めることとなった。 

 
   ※  ＨＡＣＣＰ(Hazard Analysis and Critical Control Point)による衛生管理 
    事業者自らが、食中毒菌汚染等の危害要因をあらかじめ把握（Hazard Analysis）した上で、原材料入荷から製品出荷まで

の全工程の中で、危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程（Critical Control Point）を管理し、製品の安全性を確

保する衛生管理手法。 
○ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理は、「ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理」（Codex ＨＡＣＣＰの７原

則を要件とするもの）又は「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」（弾力的な取扱いを可

能とするもの。小規模事業者や一定の業種等が対象。）の実施を求めるものとし、「ＨＡＣＣＰ

の考え方を取り入れた衛生管理」の対象となる小規模事業者等や衛生管理基準について、政省令

で規定した。 

 

 

今後の取組 

 

○ 食品等事業者が一般衛生管理及びＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に関する衛生管理計画の策定、

計画に基づく衛生管理の実行及び記録を実施できるよう、引き続き、衛生管理計画策定のための

手引書が必要な業種について、関係業界に対し手引書の作成を働きかけるとともに、厚生労働省

において設置している「食品衛生管理に関する技術検討会」の確認を経た手引書を、厚生労働省

ホームページで公表する。（令和３年 11 月 15 日現在、114 業種の手引書を公表済み。） 

 

○ 手引書の抜粋版（様式及び記入例の抜粋）の印刷・配布により、都道府県等による食品等事業

者へのＨＡＣＣＰの指導を支援する。 

 

○ 食品衛生監視員については、厚生労働省では引き続き、研修等による資質の向上を図る。 

 

 

都道府県等に対する要請 

 

○ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施、特に小規模事業者等に対するきめ細やかな助言・指導に

ついて、食品衛生監視指導指針に基づき、引き続き、都道府県等食品衛生監視指導計画に規定

するなど計画的な支援、指導を行うようお願いする。 

 

○ 「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理の制度化に伴う食品等事業者への監視指導につい

て」（平成 31 年２月１日付け 薬生食監発 0201 第１号）で通知しているとおり、地方自治体

による監視指導の内容を平準化するため、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の監視指導の際には、

業界団体が作成し厚生労働省が確認した手引書に基づき実施することをお願いする。また、当

該手引書は、法令の適合性を判断するため、基準の運用、解釈を示し、事業者の衛生管理の取組
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及び都道府県知事等の監視指導を平準化するとともに適切な法令の運用を確保する目的で作成

していることを御理解いただきたい。なお、監視指導においては、「食品衛生監視票について」

（令和３年３月 26 日付け薬生食監発 0326 第５号）にて通知した新たな監視票を使用するよう

お願いする。 

 

○ と畜場、食鳥処理場（認定小規模食鳥処理場を除く。）については、食肉及び食鳥肉処理工程

が基本的に共通であること、施設の衛生管理に係る監視指導については、従来よりと畜検査員

及び食鳥検査員が行っているといった特有の状況や、諸外国においても Codex ＨＡＣＣＰが適

用されていることからＨＡＣＣＰに基づく衛生管理を適用する。と畜場等におけるＨＡＣＣＰ

導入の手引書については、ホームページに掲載済みである。指導にあたっては、これらの手引

書も参考としていただきたい。 

※３（１）及び（２）も参照。 

 

○ ＨＡＣＣＰの確実な実施のための人材育成として、都道府県等においても、近隣自治体等との

連携・協力を密にし、地域におけるＨＡＣＣＰの確実な実施に向けた支援や指導に努めるようお

願いする。 

  

○ 管内事業者に対する説明会の開催等により、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の方法等をきめ細

やかに伝え、地域におけるＨＡＣＣＰ導入支援や指導に努めるようお願いする。 
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（２）営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設について                           

ＨＡＣＣＰの制度化に伴い、営業許可業種（政令で定める業種）の事業者を含む、公衆衛生に

与える影響が少ない営業を除き届出を求める。また、営業許可業種についても見直しを行い、都

道府県が条例で定める営業施設の基準（参酌基準）を省令に規定した。 

 

 

従前の経緯 

                                                                     

○ 「食品衛生法等の一部を改正する法律」が平成 30 年６月 13 日に公布された。これにより、Ｈ

ＡＣＣＰに沿った衛生管理が制度化されたことに伴い、営業届出制度を創設し営業届出業種を

営む事業者に対し、営業届を求めることとした。 

 

○ また、現行の営業許可業種については、現状の食品産業の実態を踏まえて見直しを行い、政令

を改正した。また、営業施設の基準（参酌基準）を全国平準化の観点から、省令に規定した。 

 

○  営業届出制度及び新たな営業許可規制は、令和３年６月１日から施行された。「食品衛生法

第 57 条に基づく営業届出について」（令和３年２月 10 日付け薬生食監発 0210 第１号）のと

おり、許可営業者が届出営業を営む場合にも届出が必要となる。 
 

今後の取組 

  

○ 都道府県等、食品事業者等からの疑義について、引き続き、適宜Ｑ＆Ａの発出等を行うことに

より、運用の平準化を図る。 

 

○ 「食品の営業規制の平準化に関する検討会」を開催し、自治体ごとの解釈及び運用等の違いに

より著しく不都合が生じている案件については、関係者の意見を調整し、その結果を踏まえて厚

生労働省から技術的助言を行うこと等により、制度の平準化を図る。 

 

 

都道府県等に対する要請 

  

○ 営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設に関し、特に新たに許可対象となった業種につい

ては、その把握とともに、経過措置期間等の周知、必要な指導、助言等の対応をお願いする。 

 

○ 営業許可申請、営業届出について、食品衛生申請等システムの積極的な活用をよろしくお願い

する。 
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（３）食品等リコール情報の報告制度     

  事業者による食品等のリコール情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報

提供につなげ、食品等による健康被害の発生を防止するため、事業者がリコールを行う場合に行

政への届出を義務付けた。 

 

従前の経緯 

 

○ 食品等のリコールが行われた場合に、その情報を行政が確実に把握する仕組みがなく、的確

な監視指導や消費者への情報提供という観点からは必ずしも十分な仕組みでないこと、また、

欧米において食品等のリコールに関する制度が整備されていることから、我が国においても、

事業者による食品等のリコール情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報

提供につなげ、食品による健康被害の発生を防止するため、改正食品衛生法において、事業者

がリコールを行う場合に行政への届出を制度化した。 

 

○  令和元年 12 月 27 日に、食品衛生法（昭和 23 年法律第 233 号）第 58 条の規定に基づき、

食品衛生法第 58 条第１項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合及び食品

等の回収の届出事項等を定める命令を定め、令和３年６月１日に施行された。 

 

○ また、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化に伴い、各事業者において衛生管理計画を定める

こととしており、その計画の中で、問題があった食品等の回収、廃棄についてもあらかじめ手順

等を定めておくことが必要となる。 

 

※ 食品表示に消費者庁が所管する「食品表示法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 97 号）」

が成立、公布され、食品関連事業者等が食品の安全性に関する食品表示基準に従った表示がさ

れていない食品の自主回収を行う場合、行政機関への届出を義務付けが規定された。 

 

 

今後の取組 

 

○  本制度の効果的な運用を図るため、食品衛生申請等システムにより、リコール情報を一覧化

して厚生労働省のホームページで情報提供を図っている。なお、情報提供にあたっては、消費者

庁と連携し、回収する食品等の危害の発生の程度を分類するなど分かりやすい情報発信に努め

る。 

 

 

都道府県等に対する要請 

                                                       

○ リコール情報の公表については、該当食品等の喫食を未然に防止し、国民の健康の保護を図

る観点があることから、届出・報告の対象となる食品等の範囲については、「「食品等自主回

収（リコール）報告制度の創設に関するＱ＆Ａ」について」（令和３年５月 31 日 事務連

絡）の問１を参照し、適切な対応をお願いする。                 

 

○ 引き続き、食品等リコール情報の届出・報告については、食品衛生申請等システムの積極的な

活用をよろしくお願いする。  
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（４）食品衛生申請等システム     

                               

従前の経緯 

 

○ 行政手続については、「日本再興戦略 2016」（平成 28 年６月２日閣議決定）により、事業

者目線で規制改革、手続きの簡素化（「行政手続の電子化の徹底」、「同じ情報は一度だけの

原則」、「書式・様式の統一化」）、ＩＴ化を一体的に進める新たな規制・制度改革手法を導

入することとしている。特に営業の許認可など事業者負担の重い分野については、行政手続コ

スト（事業者の作業時間）の 20％以上の削減を目指すこととしている。 

  

○ 令和元年に施行された「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上

並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する法律等の一部を改正する法律」（令和元年法律第 16 号。以下「デジタル手続法」という。）

において、地方公共団体の手続について電子情報処理組織等により行うことができるようにす

るための施策に関し国は支援等に努めることとされており、また、デジタルファースト原則など

デジタル３原則のもと、地方公共団体の行政手続についてもオンライン化が努力義務とされて

いる。 

 

○ デジタル社会形成基本法（令和３年法律第 35 号）第 37 条第１項、情報通信技術を活用した行

政の推進等に関する法律（平成 14 年法律第 151 号）第４条第１項及び官民データ活用推進基本

法（平成 28 年法律第 103 号）第８条第１項の規定に基づき、デジタル社会の形成に関する重点

計画・情報システム整備計画・官民データ活用推進基本計画が定められ、「行政手続の簡素化・

オンライン化やワンストップ・プッシュ型のサービスの実現などのデジタル化を推進すること、

地方公共団体の職員の業務時間やコスト削減を図るための地方公共団体共同型の課題解決をデ

ジタルの活用により実現すること等、地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの実現に向け

た取組を推進する。」等が示されている。なお、当該計画に伴い、「デジタル・ガバメント実行

計画」（令和２年 12 月 25 日閣議決定）は廃止された。 

 

今後の取組 

 

○  令和３年６月から全ての機能の運用を開始している。 

 

○  令和４年度においても、必要な機能追加改修を行う予定としている。 

 

○  令和４年度以降の運用・保守経費については、引き続き、国費において賄うよう予算要求

していく。 

 

都道府県等に対する要請 

 

○  「デジタル手続法」の趣旨を踏まえ、食品衛生申請等システムの積極的な活用をお願いする。 
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２ 輸出促進対策 

 

（１）食肉及び水産食品の衛生対策 

 

従前の経緯 

 

○ 食品の輸出については、輸出先国の衛生要件を満たす必要があることから、厚生労働省では、

食品の安全確保を担当する立場から、輸出先国との間で協議を行うなどして、輸出先国の食品

衛生規制等に関する情報を得るとともに、衛生要件及び手続を取り決め、必要に応じ、都道府

県等の衛生部局、地方厚生局等において輸出食品の製造・加工施設の認定、衛生証明書の発行

等を行い、我が国から輸出される食品が輸出先国の食品衛生規制を満たす旨の情報を提供して

いる。 

 

 

【輸出促進法に基づく対応】 

 

○ 令和２年４月１日に農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（令和元年度法律第 57号）

が施行され、関係政省令が公布された。これに伴い、輸出先国、対象品目ごとに、輸出証明書の

発行、生産区域の指定又は加工施設等の認定手続が農林水産省のホームページに公示されてい

る。 

 

○  同法に基づき、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本方針が定められ、政府一体と

なって輸出先国・地域との規制に係る協議等を行う体制を整備するなど、輸出促進の取組を進

めてきた結果、令和３年に食品及び農林水産物の輸出額が１兆円を突破したところであり、令

和 12 年までに輸出額を５兆円とする目標の達成に向け、引き続き、実行計画に基づく進捗管理

を行うことにより、輸出解禁協議や製造・加工施設の認定について迅速に対応している。 

 

○  施設認定等について、輸出先国から我が国の食品衛生当局の対応が求められない場合は農林

水産省が行うが、ＥＵ向け、中国向け水産食品や食肉関係については、引き続き、厚生労働省

（都道府県等衛生部局）が行っていく。 
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○ 食肉・食鳥肉、水産食品の二国間協議の状況や輸出要件等は以下のとおり。 

今

後
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書発給システムを導入することとしており、農林水産省と連携し、都道府県等にもご協力いただき

ながら、システムの円滑な導入に向けた準備を行っているところ。 

 

【輸出要件の協議】 

 

○ 二国間協議の結果、相手国から食品衛生に係る管理や証明を求められた場合には、その要求内

容を踏まえて、輸出条件や施設の認定、衛生証明書の発行等に係る手続きを定めた要綱等を通知

することとしている。 

 

○ また、引き続き、輸出手続の簡素化・迅速化等の輸出環境の整備に努めるとともに、輸出先国

の衛生規制について情報提供を行うなど、円滑な輸出に資する取組を推進していく。 

 

（１）食肉 

○ 輸出戦略において重要品目に位置付けられている牛肉については、中国等 11 か国・地域に対

して輸出解禁を要請しており、農林水産省と連携して解禁に向けた協議を行うこととしている。 

 

○ 既に牛肉が輸出可能な国のうち、台湾については月齢制限（30 ヵ月齢未満）の撤廃を要請し

ており、引き続き、撤廃に向け協議を行っていくほか、メキシコ及びロシア等については、新規

の施設認定手続について協議を行うこととしている。 

 

（２）食鳥肉及び食鳥卵 

○ 食鳥肉については、輸出戦略において有望市場とされている中国、マレーシア等の 11 か国・

地域に対し、食鳥卵については、同じく有望市場とされている中国及びロシア等に対して輸出解

禁を要請しており、農林水産省と連携して解禁に向けた協議を行うこととしている。 

 

（３）水産食品 

○ 都道府県等衛生部局で実施しているベトナム及び台湾（貝類）向けの衛生証明書発行業務につ

いては、令和４年度中の農林水産省への業務移管に向けて協議を行っている。 

 

 

都道府県等に対する要請 

                                            

○ 輸出関連業務については、食品の輸出が地域の産業振興等に資するものであることから、国と

都道府県等が協力して対応していくことが重要と考えており、引き続き、関係制度の周知、取扱

施設の認定、衛生証明書の発行など、食品の輸出に関する各種手続について、特段のご配慮をお

願いする。 

 

○ また、輸出解禁要請を行っている国・地域及び既に解禁されている国・地域の当局が国内で現

地調査を実施する機会、輸出貨物に問題が生じた場合において輸出者や加工施設等の調査を実

施する機会等が増加しているが、引き続き、ご協力いただくようお願いする。 

 

○ 政府間の取決めによらない証明書の発行手続きについては、「農林水産物及び食品の輸出証明

書の発行等に関する手続規程」（令和２年４月１日付け財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣

決定）の別紙 ZZ-O4「政府間の取り決めによらない輸出国向け輸出食品の取扱要綱」に定めてい

るが、政府間協議に基づく証明書様式等の取決めがない場合であっても、事業者から求めがある

場合に、厚生労働省で証明書を発行できることとした。都道府県におかれては、事業者の利便性

の観点から、引き続き本要綱に準じて証明書を発行いただくようお願いする。 
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○ 一元的な輸出証明書発給システムは、より利便性の高いシステムを目指し、稼働後も手数料電

子納付や電子署名の実現等、次期開発に向けた検討を行うこととしており、その検討状況につい

ては、お知らせすることとしている。関係事業者の利便性の向上の観点から、今回システムに参

画しない都県等におかれては、参画について前向きに検討いただくようお願いする。 

 

（１）食肉等 

○ 米国等の施設基準を要件とする国・地域向けの輸出認定取得を念頭に、施設の新設又は改修が

進められていると畜場があるが、衛生部局以外の部局が主体となって対応している自治体もあ

ると思われる。後に衛生部局が監視指導する上で問題とならないよう、衛生部局におかれても計

画の段階から積極的にご対応いただき、必要に応じて当課までご相談いただくようお願いする。     

 

○ 衛生証明書の署名者リストに登録されていない者、及び登録した署名字体とは異なる字体で

署名を行い、現地で貨物が差し止められる事例があった。署名者リストに変更があった場合は、

速やかに当課に連絡頂き、輸出先国への変更手続きが完了するまでの間、既存の他の登録署名者

で衛生証明書を発行頂くようお願いする。また、衛生証明書への署名にあたっては、登録した際

の字体で署名を行うよう合わせてお願いする。 

 

（２）水産食品 

○ 水産食品製造等施設の認定手続の迅速化の観点から、令和２年４月より、ＥＵ及び米国向け輸

出水産食品の認定業務を地方厚生局でも行うこととしたが、都道府県等衛生部局を経由した認

定申請関係書類の提出、衛生証明書発行（ＥＵのみ）、取扱施設の監視等の業務については、引

き続き、協力方お願いする。 

    また、各自治体においては、平成 23 年３月２日付け事務連絡「対米、対ＥＵ及び対ニュージ

ーランド輸出水産食品に係る施設認定等について」に従い、関係者間で情報共有を行うととも

に、施設等に対し迅速な認定に向けた適切な指導・助言を行うよう対応方お願いする。     

 

○ 衛生証明書の発行については、「輸出水産食品の衛生証明書発行業務について」（令和元年７

月 31 日付け薬生食監発 0731 第３号）に基づき、輸出手続きの簡素化、迅速化及び利便性向上の

観点から、電子メール申請の受付、生鮮品の輸出における申請日当日の発行、官公庁の休業日の

証明書発行対応等について特段のご理解及びご協力いただくようお願いする。 

 

○ 昨年、中国政府の要請に基づく中国向けの水産食品の認定施設に対する衛生要件の点検につ

いて御協力いただいたところ。今後も引き続き、認定施設への定期的な監視等をお願いする。 

 

 

 

（３）その他 

○ 米国や韓国など日本から食品を輸入している国が、輸入食品について自国の規制を満たして

いるかを確認するため、それらの食品を製造等する施設について査察を実施することがある。査

察について当課に事前に情報提供があった場合には、施設を管轄する都道府県等に情報提供す

るため、必要に応じ、施設と調整いただき、調査への同行、施設への助言等について、対応をお

願いする。 

 

○ 農林水産省では、国産畜水産物の輸出拡大を図るため、輸出先国の求める規制に対応するため

加工施設などの施設整備に関する支援、対米・対ＥＵ等輸出牛肉認定施設及び対ＥＵ等輸出水産

食品認定施設等において実施されている残留物質モニタリング検査及び微生物検査に係る費用

の支援、施設の認定や衛生証明書の発行を行う都道府県、民間検査機関等の体制強化の支援など

の事業を実施しているので、適宜活用いただくようお願いする。また、令和２年度から地方交付

- 22-



 
 

税措置において道府県職員の２名増員等の措置が継続されており、これも活用し、積極的に定員

要求いただくようお願いする。 

 

〇 輸出を希望する施設について、早期に現状や希望等を把握し、農林水産省と連携し、スムーズ

な支援につなげられるよう、相談の初期段階から情報把握を行うこととしている。ついては、関

係事業者から新たに輸出希望の相談等があった場合には、「農林水産物及び食品の輸出の促進に

関する法律第 17 条第１項及び第２項に基づく適合施設認定の迅速化について（依頼）」（令和

３年７月 29 日付け事務連絡）に基づき、当課宛て情報提供をお願いする。 
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３ 食肉・食鳥肉等の安全確保対策 ※ＨＡＣＣＰは１（１）、カンピロバクター対策は７（４）参照 

 

（１）食肉衛生対策 

 

従前の経緯 

 

○ ＨＡＣＣＰの制度化に際し、規模によらず全てのと畜場においてＨＡＣＣＰに基づく衛生

管理の実施が義務付けられることになった。併せて、と畜業者等は、衛生管理計画及び手順

書の効果について、と畜検査員により検査又は試験（外部検証）を受けることが求められる

こととなり（令和３年６月完全施行）、外部検証に関する技術的助言として、令和２年５月

28 日付け生食発 0528 第１号「と畜検査員及び食鳥検査員による外部検証の実施について」

（以下、外部検証通知）を発出した。外部検証通知においては、と畜場（牛・豚）における

ＨＡＣＣＰによる管理状況の点検方法、管理状況の検証を目的とした枝肉の微生物試験法等

を示している。 

 

○ 関係団体が作成したと畜場におけるＨＡＣＣＰに基づく衛生管理のための手引書につい

て、当省ホームページに掲載を行った。 

 

 

今後の取組 

 

○ 厚生労働省は、食肉の衛生管理について、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施に係る手引書

の普及及び外部検証の実施に対する支援、厚生労働科学研究等を通じ、引き続きと畜場及び食

肉処理施設におけるＨＡＣＣＰの確実な実施に必要な技術的支援を行っていく。 

 

○ 各自治体による微生物検査の結果を集約・解析し、国内の各施設におけるＨＡＣＣＰに基づ

く衛生管理の実施の参考とするための管理目標値を示し、定期的に当該目標値を更新する。 

 

○ と畜検査員を含む公衆衛生獣医師の確保等に関して、先行事例を収集するためのアンケート

調査を実施した、この結果をとりまとめ、令和３年度内に通知を予定している。 

 

都道府県等に対する要請 

 

○ と畜場の施設設備及び衛生管理に関する基準が遵守されるよう、と畜検査員による外部検証

を含めたと畜場に対する監視指導を適切に実施すること。その際には科学的根拠に基づいた助

言、指導や監視指導に関するやりとりの文書化などの適切な実施をお願いする。 

 

○ 外部検証において枝肉の微生物試験を定期的に実施し、その結果を評価することにより衛生

管理が適切に実施されているかを検証し、衛生管理が適切でない傾向が認められた場合は、衛

生管理計画及び手順書の実施状況の点検と改善を指導するなど、引き続き、と畜・処理業者等

への監視指導の徹底をお願いする。 

 

○ 他に、引き続き、次に掲げる４点をお願いする。 

 

① と畜検査員に対し食品衛生監視員を補職し、と畜場に併設する食品衛生法に基づく許可施
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設に対する監視指導も併せて行うこと。 

 

② アンケート調査結果を踏まえ、各自治体において、と畜検査員の確保、と畜検査の効率

的な実施等について、引き続きよろしくお願いする。  

 

③ 平成 30 年９月以降発生が続いている豚熱（CSF）、韓国等近隣諸国で発生が確認されて

いるアフリカ豚熱について、と畜検査において本疾病の所見を疑った場合には、家畜伝染

病予防法に基づき、遅滞なく、畜産部局に通報を行う等、畜産部局への協力を引き続きお

願いする。 

 

④ と畜場の開場時間や開場日について柔軟に対応できるよう配慮すること。 

 

 

（２）食鳥肉衛生対策 

 

従前の経緯 

 

○ ＨＡＣＣＰの制度化に関し、全ての食鳥処理場において、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実

施（大規模食鳥処理場については、ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理）が義務付けられることにな

った。併せて、大規模食鳥処理場の食鳥処理業者は、衛生管理計画及び手順書の効果について、

食鳥検査員による検査又は試験（外部検証）を受けることが求められることとなり（令和３年

６月完全施行）、外部検証に関する技術的助言通知として、令和２年５月 28 日付け生食発 0528 

第１号「と畜検査員及び食鳥検査員による外部検証の実施について」（以下、外部検証通知）

を発出した。外部検証通知においては、食鳥処理場におけるＨＡＣＣＰによる管理状況の点検

方法、管理状況の検証を目的とした食鳥肉の微生物試験法等を示している。 

 

○ 関係団体が作成した成鶏を処理する大規模食鳥処理場におけるＨＡＣＣＰに基づく衛生管

理のための手引書及び認定小規模食鳥処理向けのＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理

のための手引書について、当省ホームページに掲載を行った。 

 

○ 食鳥肉のカンピロバクター対策として、厚生労働科学研究や食鳥肉における微生物汚染低減

策の有効性実証事業の結果を取りまとめた事例集を公表した。 

 

 

今後の取組 

 

○  厚生労働省は、食鳥肉の衛生管理について、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施に係る手引

書の普及及び外部検証の実施に対する支援、厚生労働科学研究等を通じ、引き続き食鳥処理場

におけるＨＡＣＣＰの確実な実施に必要な技術的支援を行っていく。 

 

○ 各自治体による大規模食鳥処理場を対象とした微生物検査（衛生指標菌及びカンピロバクタ

ーの定量試験）の結果を集約・解析し、国内の各施設におけるＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の

実施の参考とするための管理目標値を示し、定期的に当該目標値を更新する。 
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○ 引き続き、厚生労働科学研究等の知見を整理し、大規模食鳥処理場における衛生管理計画作

成やカンピロバクターの汚染低減対策指導の際の参考となる情報の提供を行っていくととも

に、生食用食鳥肉の製造加工ガイドライン作成の検討のため、生食用食鳥肉製造加工の高度衛

生管理に関する研究において有効な製造加工方法に関する知見を収集していく。 

 

都道府県等に対する要請 

 

○ 食鳥処理場の施設設備及び衛生管理に関する基準が遵守されるよう、食鳥処理場に対する監

視指導を適切に実施すること。食鳥検査員等による食鳥処理場が作成した衛生管理計画の妥当

性確認や大規模食鳥処理場に対する微生物検査を含む検証等（外部検証）の実施について、外

部検証通知やＨＡＣＣＰ導入の手引書等を参考に科学的根拠に基づいた助言、指導や監視指導

に関するやりとりの文書化などの適切な実施をお願いする。 

 

〇 ＨＡＣＣＰの実施指導と並行して、実証事業の結果等を参考にカンピロバクターの汚染低減

化対策についても指導すること 

 
○ ほかに、引き続き、次に掲げる３点をお願いする。 

 

① 食鳥検査員に対し食品衛生監視員を補職し、食鳥処理場に併設する食品衛生法上の許可施

設に対し、食品衛生法上の監視指導も併せて行うこと。 

 

② 鳥インフルエンザ対策の一環として、従前の経緯に示すとおり、食鳥検査を実施するに当

たっては、鶏の出荷元が異状のない養鶏場である旨を確認するほか、鳥インフルエンザに感

染した疑いがあると認められる鶏を対象とするスクリーニング検査を実施すること。なお、

検査で陽性と判断された場合は、畜産部局と連携し、適切に対応すること。 

 

③  特に、主として成鶏を処理する大規模食鳥処理場においては、農林水産省からの要請を踏

まえ、平成 30 年３月 26 日薬生食監発 0326 第１号「食鳥処理場への鶏の計画的な出荷につ

いて」（医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知）を踏まえ、積み上げられた生体輸送容器

上段の鶏の排泄物が下段の鶏を著しく汚染させるなどの保管時の問題が確認された場合は、

食鳥処理業者に対して、養鶏業者との調整状況を確認する等、の配慮をお願いする。 

 

 

（３）ＢＳＥ対策 

 

従前の経緯 

 

○ ＢＳＥ対策を開始して 10 年以上が経過しており、これまでの間、国内外のリスクが低下し

たことから、最新の科学的知見に基づき、国内の検査体制、輸入条件といった対策全般につい

て見直しを行ってきた。 

                          

○ と畜場におけるＢＳＥ検査については、平成 29 年４月１日より健康と畜牛のＢＳＥ検査を

廃止した。 
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○ ＢＳＥに係る牛肉の輸入措置については、令和４年２月末時点で 16 か国について輸入を再

開した。引き続き、食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえた輸入措置の見直しを行

う。 

 

○ 上記を除き、引き続き、ＢＳＥ発生国からの牛肉等の輸入手続きを停止している。 

 

 ※ＢＳＥ対策の詳細については、厚生労働省医薬・生活衛生局ホームページを参照。 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/bse/index.html  
 

○ 牛海綿状脳症対策基本計画について、当該計画の期間はおおむね５年とされているが、前回

の改正（平成 28 年２月 10 日）以降、ＢＳＥをめぐる情勢に大きな変化はないことから変更は

行わず、今後も計画に示したＢＳＥ対策を継続して行っていくこととした。 

 

今後の取組 

 

○ 食品安全委員会において、特定危険部位（ＳＲＭ）の範囲について審議中であり、答申を踏

まえて、必要な管理措置を行う予定としている。 

 

○ 輸入禁止措置を講じているＢＳＥ発生国からの牛肉等のうち、輸出国政府から食品安全委員

会の評価に必要な資料が提出された国については、現地調査などの事前調整が終わり次第、食

品安全委員会に諮問し、答申を踏まえ、輸入条件の協議等を行うこととしている。 

 

 

都道府県等に対する要請 

 

○ ＳＲＭの管理及び牛海綿状脳症検査に係る分別管理等のガイドラインを参考に、各食肉衛生

検査所等においては、と畜場におけるとさつ前の牛の月齢の確認等、分別管理の確実な実施に

ついての監視指導をお願いする。 

 

○ 引き続き、ＳＲＭの除去及び焼却が確実に実施されるよう、畜産部局と連携しつつ、と畜場

に対する監視指導を適切に実施するようお願いする。 

 

○ 各自治体において行われたＢＳＥスクリーニング検査の結果については、引き続き月毎の厚

生労働省への報告をお願いする。 

 

 

（４）野生鳥獣肉の衛生管理対策 

 

従前の経緯 

 

○ 平成 26 年５月 30 日に公布された「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改

正する法律」に対する参議院環境委員会附帯決議においては、「捕獲された鳥獣を可能な限り

食肉等として活用するため、国において最新の知見に基づくガイドラインを作成するとともに、

各都道府県におけるマニュアル等の作成を支援するなど衛生管理の徹底等による安全性の確
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保に努めること」とされた。 

 

○ 専門家や関係事業者等による検討結果を踏まえ、「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガ

イドライン）について」（平成 26 年 11 月 14 日付け食安発 1114 第１号）を通知した。 

 

○ 関係団体が同ガイドラインを踏まえて作成した、小規模ジビエ処理施設向けのＨＡＣＣＰの

考え方を取り入れた衛生管理のための手引書について、当省ホームページに掲載を行った。 

 

○ 厚生労働科学研究「野生鳥獣由来食肉の食中毒発生防止と衛生管理ガイドラインの改良に資

する研究」において、野生鳥獣中のＥ型肝炎ウイルス、寄生虫等の保菌調査の実施、衛生的な

処理解体工程の改善に資するデータの蓄積を行っている。 

 

 

 ○ 「豚熱感染確認区域におけるジビエ利用の手引きについて」（令和３年４月１日付け２消安

第 6357 号・２農振第 3720 号農林水産省消費・安全局長・農村振興局長通知）が施行された

ことに伴い、野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針を改正し、適切に処理を行えば、感染確認区

域で捕獲した豚熱陰性個体の食肉としての出荷を可能とすることとした（令和３年４月１日

付け生食発 0401 第 16 号）。 

 

 ○ 「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」が令和３年６

月に改正され、国及び地方公共団体は、捕獲等鳥獣の有効利用における安全性を確保するた

め、捕獲等をした対象鳥獣の食品としての加工、流通及び販売における衛生管理の高度化の促

進に努めなければならないこととされた。 

 

今後の取組 

 

○ 厚生労働科学研究等を通じ、リスク評価に資する適切な食肉処理方法に関する検証データ等

の蓄積に努める。また、狩猟者や食肉処理業者にとってより使いやすいものとなるよう、ガイ

ドラインの改良やカラーアトラスの内容を充実させていく。 

 

○ 野生鳥獣を解体する食肉処理車（いわゆるジビエカー）について、農林水産省が統一規格の

車両の設計・開発を検討しており、厚生労働省は、食肉処理業の施設設備に係る参酌基準に準

拠した車両となるよう技術的助言を行っていく。 

 

都道府県等に対する要請 

 

〇 「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）について」（平成 26 年 11 月 14 日

付け食安発 1114 第１号）の運用に当たって、次に掲げる５点をお願いする。 

 

① 野生鳥獣は、家畜とは異なり、飼料や健康状態等の衛生管理がなされていないことを踏まえ

れば、安全に喫食するためには十分な加熱を行うことが必須である。そのことについて、改

めて関係事業者への指導及び消費者への周知を徹底すること。 

 

②  食用として問題がないと判断できない疑わしいものは廃棄とすることを念頭に、必要に
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応じて事業者団体と連携して、狩猟者や食肉処理業者に対して、狩猟した野生鳥獣の異常の

有無を確認する方策や衛生的な取扱いについて研修を実施すること。 

 

③  昨年度までに行った野生鳥獣肉の衛生管理等に関する実態調査調査の結果、項目によっ

ては、ガイドラインの遵守状況が十分ではないことが確認されているため、引き続き、ガイ

ドラインの各項目の内容が実施されるよう関係事業者の指導を徹底すること。 

 

④  本指針を基に、全国で一定の衛生管理の水準を確保することが大前提ではあるが、食用と

しての処理量や消費量等を踏まえて、畜産部局及び環境部局と連携しながら、狩猟者や野生

鳥獣肉処理施設に対する認定・登録制度、また、野生鳥獣肉や料理を提供している飲食店や

販売店を把握する仕組みを構築するなど、本指針に基づく監視指導をより一層効果的に機

能させるための管理体制の整備について検討するほか、関係事業者等に対して野生鳥獣肉

の衛生管理の徹底について周知を図ること。 

 

  

 ○ 同ガイドラインに示す各項目及びＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の確実な実施のため、小規

模ジビエ処理施設向けのＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書を活用し、

きめ細やかな助言・指導を行うこと。 

 

○ 今後も定期的にガイドラインの策定及び改正の状況、研修の実施状況、野生鳥獣肉の処理施

設数などについてフォローアップの調査を行いたいと考えているので、引き続きご協力をお願

いする。 

 

○ 平成 29 年３月７日に官房長官を議長、農林水産大臣を副議長とする「ジビエ利用拡大に関

する関係省庁会議」が設置され、ジビエの需要・流通・供給に携わる有識者から課題、提言等

のヒアリングが行われた。その対応方針については、第 21 回農林水産業・地域の活力創造本

部における「ジビエ利用拡大に関する対応方針」で示されているところであるので、ご了知の

上、関係事業者に対するガイドラインの周知指導の徹底をお願いする。 

※「ジビエ利用拡大に関する対応方針」については、第 21 回農林水産業・地域の活力創造本

部のホームページを参照。 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/dai21/gijisidai.html 

 

○ 平成 30 年５月には、農林水産省が「国産ジビエ認証制度」を制定した。本認証制度は、厚

生労働省のガイドラインの遵守が要件とされており、当該ガイドラインの普及及び遵守率の向

上に資するものであることから内容について御了知いただくようお願いする。 

 

○ 「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」の改正内容に

ついて、御了知いただくようお願いする。 

 ※改正内容については、農林水産省のホームページを参照。 

  https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hourei/index.html  

 

○ 統一規格のジビエカーの検討過程において、既にジビエカーが導入されている自治体や導入

予定の自治体に情報提供等をお願いする場合があるので、その際にはご協力をお願いする。 
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４ 水産食品の安全確保対策 ※ノロウイルス対策は７（３）参照 

 

（１）ふぐの衛生管理 

 

従前の経緯 

 

○ ふぐを原因とする食中毒事案の発生を防止するため、「フグの衛生確保について」（昭和 58

年 12 月２日付け環乳第 59 号）により、都道府県等に対し、ふぐの取扱いに関する統一的な基準

（食用可能な種類や部位、処理方法等）を示している。 

 

○ ふぐの取扱いに関する規制を適切に実施し、ふぐによる食中毒の発生を未然に防止するため

に、都道府県等を通じて関係営業者に対する監視指導を行うとともに、営業施設による有毒部位

の販売等悪質な違反事例については、告発を含め厳正な措置をとるよう都道府県等に要請して

いる（平成 19 年 12 月 26 日付け食安監発第 1226003 号、平成 21 年１月 29 日付け食安監発第

0129003 号）。 

 

○ また、ふぐを自家調理し喫食することによる、食中毒事例及び食中毒死亡事例が発生している

ことから、ふぐの自家調理は危険なので決して行わないよう消費者に対して注意喚起を行って

いる（令和元年 12 月に釣り人向けリーフレットを作成）。 

 

○ ふぐの肝臓については、食品衛生法により販売等は禁止されている。平成 28 年１月に佐賀県

よりトラフグ肝臓の可食化についての提案が出されたことから、同年 4 月に食品安全委員会へ

諮問を行った。審議の結果、平成 29 年３月に提案された方法により処理等されたトラフグの肝

臓については、食品としての安全性が確保されるとは確認できない旨の評価書が答申されてい

る。 

 

〇 食品衛生法改正を受け、厚生労働省令に、ふぐの処理は、ふぐの種類の鑑別に関する知識及び

有毒部位を除去する技術等を有すると都道府県知事等が認める者にふぐを処理させるか又はふ

ぐ処理者の立会いの下に行わせなければならないこと、及びふぐを処理する施設基準を規定し

た（令和元年 11 月７日付け厚生労働省令第 68 号）。 

 

〇 都道府県等間におけるふぐ処理者の資格の受入れ及び輸出促進の観点から、ふぐ処理者の認

定に係る制度への国の関与を明確化し、ふぐ処理者の知識及び技術の水準の全国的な平準化に

資することを目的とし、都道府県知事等がふぐ処理者を認定する際の認定基準（以下「認定基準」

という。）を策定し、都道府県等に通知した（令和元年 10 月 31 日付け生食発 1031 第６号）。 

 

○ 都道府県等において厚生労働省令及び認定基準を踏まえた関係条例等の見直しがなされるよ

う、「ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針（ガイドライン）について」（令和２年

５月１日付け生食発 0501 第 10 号）を通知した。 

 

○  厚生労働省が策定した認定基準を踏まえ、都道府県知事等がふぐの処理を行う者を認定する

ことにより、ふぐ処理者の認定内容が平準化し都道府県等間のふぐ処理者の資格の受入れが進

むとともに、ふぐの輸出先国・地域に対して国の関与に係る説明が容易になり、輸出に資する

ことが期待される。 
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今後の取組 

 

○  本年１月、都道府県等におけるふぐ処理者の認定基準の見直し状況及び都道府県等間のふぐ

処理者の受入状況について調査を実施したところ。今後、調査結果の概要を公表する予定とし

ている。 

 

 

都道府県等に対する要請 

 

①  ふぐ処理者の認定要件を見直し中の都道府県等におかれては、認定基準及びガイドライン

を踏まえて、関係条例等における必要な規定の見直しをお願いする。 

 

 昨年度もふぐの喫食を原因とする食中毒事案のほとんどが家庭で発生しており、ふぐの危

害に関する知識の不足等が考えられることから、消費者によるふぐの調理が極めて危険であ

ることについて、改めて普及啓発を図るほか、水産部局と連携し、釣り人に対する注意喚起

にも努めていただくようお願いする。 

 

②  自治体が定めた条例等に違反したことでふぐ食中毒が発生した場合、再発防止の観点から、

ふぐ処理者の認定の取消や、定期的な講習会を開催するなど、適切な措置をとることができ

るよう条例等の整備をお願いする。 

 

③  ふぐの漁獲海域が北上している、雑種ふぐの漁獲量が増加しているといった情報が寄せら

れていたことから、平成 30年 10 月にふぐの漁獲量が増加傾向にある道府県に調査を行った。

その結果、雑種ふぐについて特段の状況変化は確認されなかったが、引き続き、種類不明の

ふぐが食用に供されることのないよう関係事業者に対して指導することをお願いする。 

 

 

（２）貝毒対策 

 

従前の経緯 

 

○ 下痢性貝毒及び麻痺性貝毒については、「麻痺性貝毒等により毒化した貝毒の取扱いについ

て」（平成 27 年３月６日付け食安発 0306 第１号）において通知し、下痢性貝毒については、新

たに機器分析法を導入・規制値を設定した。また、食中毒の防止のために貝類の毒化の推移の把

握に努め、毒化の傾向が認められた場合には、関係者に対して適切な指導を行うとともに、監視

及び検査体制を強化するなど違反品が出荷されることのないよう必要な対策を講ずるよう、都

道府県等に要請している。 

 

〇 また、例年麻痺性貝毒による貝類の毒化が確認されていなかった海域においても貝類の毒化

が確認されていることから、「麻痺性貝毒に係る監視指導の強化について」（平成 31 年４月 10

日付け薬生食監発 0410 第１号）を通知し、麻痺性貝毒による 貝類の毒化が確認されていない海

域についても、 貝類の検査を実施し、規制値を超える麻痺性貝毒が検出される貝類が出荷され
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ることのないよう必要な対策を講ずるよう、都道府県等に要請した。 

 

○ なお、生産段階の海域管理については、農林水産省より「二枚貝等の貝毒のリスク管理に関す

るガイドライン」等が発出されており、規制値を上回る毒量の貝毒が貝類等より検出された海域

においては、採取及び出荷を自主的に規制する措置等が講じられている。 

（注１）貝毒の毒量に関する規制値は、下痢性貝毒にあっては 0.16mgOA 当量/kg、麻痺性貝毒に

あっては４ＭＵ/g。 

（注２）下痢性貝毒の検査法については、平成 29 年度より、機器分析への完全移行を行った。 

 

 

都道府県等に対する要請 

 

引き続き、次のことをお願いする。 

 

○ 貝類等の毒化が確認された海域を管轄する都道府県等においては、衛生主管部局と水産主管

部局とで連携しつつ、貝類等の衛生管理のための監視指導を適切に実施することをお願いする。 

 

○ 近年、例年麻痺性貝毒による毒化が確認されていなかった海域においても毒化が確認されて

いることから、食中毒を予防する観点から、麻痺性貝毒による毒化が確認されていない海域に

ついても、規制値を超える麻痺性貝毒が検出される貝類が出荷されることのないよう、検査を

実施することをお願いする。 

 

○ 規制値を超える貝毒の毒化が認められた場合は、当該海域、貝の種類等を一般に周知する等に

より漁業者以外の者による採補、摂食等による事故の発生防止を図ることをお願いする。 

 

 

（３）寄生虫対策 

 

従前の経緯 

 

＜１＞ クドアについて 

○  平成 24年４月に開催された薬事･食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒部会の審議結   果と

厚生労働科学研究の結果を踏まえ、以下の点について通知している。 

 

①  生食用生鮮ヒラメ筋肉１グラム当たりのクドア胞子数が 1.0×106個を超えることが確認

された場合、食品衛生法第６条に違反するものとして取り扱うこと。その際には、原因究

明、再発防止に必要な生産履歴等の調査を十分に行うこと。 

 

②  病因物質がクドアと判明した場合において、他に改善すべき内容がない場合には、  営

業禁止及び停止の期間の設定は不要であること。 

 

○ クドアを原因とする食中毒の発生防止については、生産段階における適切な衛生管理 が重

要であり、農林水産庁及び水産庁によるクドアがヒラメに寄生することを防止する 取組の結

果、近年、食中毒数は低下している。一方、国産の天然ヒラメを中心に食中毒事例が報告されて
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いることから、令和元年５月、国産のヒラメについて、クドアを原因とする食中毒の発生状況に

応じて、生産地において検査を実施するよう通知した（令和元年５月 30 日付け薬生食監発 0530

第１号）。 

 

＜２＞ アニサキスについて 

○ 平成 24 年 12 月に、近年の食中毒の発生状況に鑑み、食品衛生法施行規則（昭和 23 年厚 

生省令第 23 号）様式第 14 号食中毒事件票を改正し、「アニサキス」を追加した。その後、平

成 26 年は 79 件、平成 27 年は 127 件、平成 28 年は 124 件、平成 29 年は 230 件、平成 30 年は

469 件と多くの食中毒事例が報告されている。 

 

〇 平成 30 年においては、春にカツオの生食を原因とするアニサキス食中毒の報告事例数が、

例年と比較して大幅に増加したことを受け、その要因及び予防策に係る調査研究を厚生労働科

学研究費補助金により実施し、調査結果を踏まえ、アニサキス食中毒に関するＱ＆Ａを更新し

た。 

 

○ 平成 26 年に、厚生労働省ホームページに「アニサキスによる食中毒を予防しましょう」を掲

載し、都道府県等を通じて、事業者及び関係事業者に対して情報提供及び注意喚起を依頼してい

る（平成 30 年７月に事業者向けリーフレットの内容を更新）。 

 

都道府県等に対する要請 

  

＜２＞ クドアについて 

 引き続き、次に掲げる２点をお願いする。 

 

○  クドアによる食中毒の発生防止については、まずは生産段階における管理が重要であると考

えられることから、関係省庁に対し生産段階における管理の徹底を引き続き依頼するとともに、

輸出国に対し、食中毒の原因となったヒラメに寄生するクドアの原因究明及び再発防止対策等

の衛生対策の推進を引き続き要請する。 

 

○  生食用生鮮ヒラメを原因としたクドアによる食中毒の原因食品として特定（推定を含む。）

できた際には、十分な生産地や流通調査を実施し、国産品であった場合については生産自治体

宛て、輸入食品であった場合については国内における輸入食品等違反発見連絡票にて厚生労働

省医薬・生活衛生局食品監視安全課宛て、速やかに報告すること。 

 

＜２＞ アニサキスについて 

○ 「平成 31 年度食品、添加物等の年末一斉取締りの実施について」（令和元年 11 月 25 日付け

生食発 1125 第２号）でも依頼しているが、引き続き、以下の対応をお願いする。 

 

①  刺身など魚介類を販売・提供する関係事業者に対して、鮮度確認及び目視確認の徹底し、

必要に応じて、冷凍や加熱を実施するよう指導すること。 

 

②  なお、アニサキスによる食中毒の発生に対する行政処分を行うにあたっては、被害拡大

防止対策及び再発防止対策が完了するために従業員教育等に必要な期間とする、対象品目

を鮮魚介類（冷凍品を除く。）に限定するなどの合理的な処分内容とすること。 
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５ 監視指導の適正な実施 

 

（１）食品の収去検査に係る留意事項 

 

従前の経緯 

 

○ 食品の収去検査の実施に関しては、「食品に残留する農薬等の監視指導に係る留意事項につ

いて」（平成 18 年５月 29 日付け食安監発第 0529001 号）において留意事項を示している。                              

  また、違反者の名称等の公表に関しては、「食品衛生法第 63 条に基づく法違反者等の名称

等の公表について」（平成 18 年５月 29 日付け食安発第 0529004 号）を発出している。 

 

都道府県等に対する要請 

 

○ 未加工食品の収去にあっても、違反時に回収等の対象範囲が特定できるよう、出荷者・販売者、

出荷日など収去検査の対象とする食品に関する情報を確認するとともに、ロットを代表するも

のを採取するよう考慮されたい。 

                                                                                 

○ あわせて、農薬等に係る残留基準違反に該当する食品の流通を確認したときは、食品衛生法第

59 条に基づき、農林水産担当部局と連携しつつ、事業者に対して回収等の措置を命令するとと

もに、違反者の名称等の公表についても、「食品衛生法第 63 条に基づく法違反者等の名称等の

公表について」（平成 18 年５月 29 日付け食安発第 0529004 号）を踏まえて、引き続き適切に対

応するよう、お願いする。    

                            

 

（２）食品衛生検査施設等における検査等の信頼性確保 

 

従前の経緯 

 

○ 都道府県等の食品衛生検査施設及び登録検査機関における検査等については、その結果が食

品としての流通の可否を判断する基礎となるため、その信頼性を確保することが求められる。 

 

○ しかしながら、過去に、都道府県等の食品衛生検査施設が検査データの誤認や不適切な検査方

法による検査を行い、誤った試験成績証明書を発出したことで、本来回収を必要としない食品が

回収されるに至った事例も見受けられたため、「食品衛生検査施設における検査等の業務管理に

ついて」（平成 20 年７月９日付食安監発第 0709004 号）により都道府県等に留意事項を示した。 

 

○ 登録検査機関においても、不適切な試験成績証明書が発行される事例があったため、「登録検

査機関における業務上の留意事項について」（平成 20 年９月 24 日食安監発第 0924003 号）や

「登録検査機関における検査の信頼性確保について」（平成 26 年４月 30 日食安監発 0430 第１

号）により、留意事項、代表的な不適切な事例の原因及び再発防止策を示すとともに、その旨を

都道府県等に連絡した。 

 

今後の取組 
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○ 「食品衛生検査施設における検査等の業務管理要領」について、国際整合のための改訂を予定

している。 

 

 

都道府県等に対する要請 

 

○ 引き続き、「食品衛生検査施設における検査等の業務管理について」（平成 20 年７月９日付

食安監発第 0709004 号）中の「食品衛生検査施設における検査等の業務管理要領」を踏まえ、収

去に係る食品の現物及びロットを十分に確認するなど、都道府県等の食品衛生検査施設におけ

る検査等の信頼性の確保のために必要な措置を適切に講じるよう、お願いする。あわせて、必要

に応じ、厚生労働本省及び地方厚生局の担当者が都道府県等の食品衛生検査施設における検査

等の適否を実地に調査することとしているため、御協力をお願いする。 

 

○ また、収去に係る食品に関する試験を登録検査機関に委託する場合は、次の事項に留意するよ

うお願いする。 

・ 当該機関の検査員に製品検査の業務の管理に関する基準と同等以上の基準で当該試験を実

施させること。（「食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令」（平

成 21 年内閣府・厚生労働省令第７号）） 

・ 当該機関に対し、業務の受託者としての業務の適正な管理を求め、必要に応じて実施状況の

確認等を行うこと。（「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」（平成 15 年厚生労

働省告示第 301 号）） 

（注）いずれの登録検査機関でどのような検査を実施することが可能であるかについては、厚生労働省ホームペ

ージに掲載された登録検査機関の一覧で参照することが可能である。 

（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/kikan/index.html） 

 

 

（３）食品衛生法違反に関する措置 

 

従前の経緯 

 

○ 食品衛生法違反に該当する食品に関する措置については、厚生労働省が示した「食品衛生に関

する監視指導の実施に関する指針」（平成 15 年厚生労働省告示第 301 号）に基づき、各都道府

県知事等が毎年度「食品衛生監視指導計画」を策定し、廃棄、回収等の措置を速やかに講じてい

る。 

 

○ また、食の安全に係る悪質な事案や健康被害をもたらす事犯に迅速かつ機敏に対応するため、

各都道府県等に対し、「消費生活侵害事犯対策ワーキングチームの検討結果について」（平成 21

年７月７日付け食安監発 0707 第４号）を通知し、食品等事業者に対する指導監督体制の充実、

適時適切な立入調査及び報告徴収を要請するとともに、警察等関係機関との連携や告発等の手

続について示している。 

 

○ 国内における収去検査や輸入時のモニタリング検査等において、食品衛生法違反に該当する

食品等が確認された場合は、「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」及び「食品衛生

法第 63 条に基づく法違反者等の名称等の公表について」（平成 18 年５月 29 日付け食安発第
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0529004 号）により、次に掲げる措置を講じるよう、都道府県等に要請している。 

 

①  当該食品が国内で流通しないよう、事業者に対する回収等の措置の命令（食品衛生法第 59

条）を迅速に実施すること。 

 

②  当該食品が広域流通食品又は輸入食品である場合は、関係都道府県等及び厚生労働省との

間で、対応の経過等に関する情報を迅速に共有するなど、連携して対応すること。 

 

③  随時、違反者の名称等の公表（食品衛生法第 69 条）を実施すること。 

 

 

都道府県等に対する要請 

 

○ 引き続き、次に掲げる３点をお願いする。 

 

 ① 食品衛生法違反に該当する食品等が国内で流通しないよう、事業者に対する回収等の措置

の命令（食品衛生法第 59 条）を適切に運用すること。なお、事業者への回収等の指示及び事

業者における回収状況等の概要について、速やかに報告すること。 

 

 ② 食品衛生法違反に該当する食品の回収等に限らず、食品の安全に係る悪質な事案や健康被

害をもたらす事犯については、その悪質性、広域性等を総合的に勘案し、適時適切な監視指導

を行うこと。また、警察関係行政機関等との連携や告発等、厳正な措置を講じること。 

 

 ③ 違反者の名称等の公表（食品衛生法第 69 条）については、「食品衛生法第 63 条に基づく法

違反者等の名称等の公表について」（平成 18 年５月 29 日付け食安発第 0529004 号）を踏まえ

て適切に対応すること。 
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６ 食品の化学物質対応 

 

（１）食品中の放射性物質への対応 

 

従前の経緯 

 

○ 都道府県等においては、国が定めた「食品中の放射性物質モニタリング検査のガイドライン」

（以下、ガイドライン）を踏まえ、食品中の放射性物質に係るモニタリング検査が実施され、基

準値を超えた食品については回収・廃棄や状況に応じて出荷制限等の措置が講じられている。 

 

○ また、国自らも食品の流通段階での買上調査を実施することにより、都道府県等のモニタリン

グ検査の検証を行い、より効果的な検査が実施できるよう、必要に応じて検査計画の策定・見直

しに関し助言を行っている。 

 

○ なお、事故以降、年２回、全国 15 地域で、実際に流通する食品を購入し、食品中の放射性セ

シウムを測定するマーケットバスケット調査を実施しており、この測定結果によれば、これらの

食品を摂取することにより人が１年間に受ける線量は、基準値の設定根拠である年間上限線量

１ミリシーベルト／年の 0.1％程度であり、極めて小さいことが確認されている。 

 

○ リスクコミュニケーションの取組としては、食品安全委員会、消費者庁、農林水産省及び自治

体と共催し、全国各地で説明会を開催したほか、現行の基準値については、政府の重点広報テー

マの一つとして、新聞、ラジオ、インターネット等の媒体により、幅広く広報を実施してきた。 

 

○ 令和２年度、オークションサイトやフリマサイトで取引された野生の山菜・きのこについて、

基準値を超過するものが複数認められたことを踏まえ、産地自治体において調査等が行われ、

生産地域の広がりがあると認められた自治体に対し、出荷制限が指示された。また、厚生労働

省のホームページにおいて注意喚起を行った。 

 

○ 令和２年度にガイドラインの見直しを行い、きのこ・山菜類について県が定めた出荷・検査方

針により、これらを適切に管理・検査する体制が整備された場合は、非破壊検査により基準値を

下回ったもののみを出荷することができることとした（令和４年２月末現在はまつたけのみ対

象）。 

 

○ 一部の国・地域において輸入規制が続いていることから、引き続き、政府一体となって規制撤

廃に向けて国内外に丁寧に説明する等、働きかけを行なっている。 

 

今後の取組 

 

○ 令和３年度のモニタリング検査結果等を踏まえ、令和３年度末に令和４年度に向けたガイド

ライン見直しを行う予定。 

 

○ 今後もマーケットバスケット調査等を継続して実施し、食品の安全性の検証に努めていく。 

 

○ 今後とも、食品衛生法の基準値の内容・考え方、実際の検査結果及びこれらを踏まえた食品の
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安全性などについて、国内外に丁寧に説明していく。 

 

○ 今後も国が行う買上調査について、オークションサイトやフリマサイトで取引される野生の

山菜・きのこも対象とし、実態を調査する予定。 

 

 

都道府県等に対する要請 

 

○ 放射性物質検査を実施した際には、速やかに厚生労働省まで報告を行うとともに、ガイドライ

ンにおいて検査対象自治体とされている 17 都県にあっては、四半期ごとに策定・公表している

検査計画についても厚生労働省に提出するようお願いする。 

  検査結果の報告については、報告後に修正や差し替えの依頼が多く寄せられることから、この

ようなことのないよう確認をお願いする。 

 

○ オークションサイトやフリマサイトで取引される野生の山菜・きのこを含め、流通品に基準値

超過が認められた際は、出品者や産地を所管する自治体において調査等を実施することとなる

ため、関係部局と連携しての対応（野生であることの確認を含む）をお願いする。また、令和３

年度、シーズンオフを理由に調査ができなかった自治体においては、関係部局と連携して来シー

ズンの調査をお願いする。 

 

○ 厚生労働省に提出された検査結果については、速報性を重視するため、原則、厚生労働省に提

出された報告値をそのまま公表することとしている。そのため、検査値の表記、試料採取日、結

果判明日等に誤りがないか、確認を徹底するようお願いする。 
 

○ 引き続きガイドラインを踏まえ、効果的・効率的な検査の実施をお願いする。なお、基準値を

超過した場合には、出荷制限及び摂取制限の区域を適切に設定するために、ガイドラインに基づ

き、周辺地域への拡がりを確認するための検査を確実に行なうようお願いする。   

 

○ また、都道府県や市町村の広報紙などを活用し、食品衛生法の基準値の内容・考え方、実際の

検査結果及びこれらを踏まえた食品の安全性などについて、住民や関係事業者への十分かつ分

かりやすい広報・周知をお願いする。 

 

 

（２）食品中のダイオキシン類の対策 

 

従前の経緯 

 

○ ダイオキシン類については、廃棄物の焼却等を通じて非意図的に発生すること、強い毒性を有

すること、分解しにくいこと、人体等に蓄積しやすいこと等に鑑みると、健康影響を避けるため

には、暴露量を最小限にする必要がある。 

 

○ 人体に取り込まれるダイオキシン類の９割以上は、食品に由来するものとされている。これを

踏まえ、厚生労働省においては、ダイオキシン類による食品に対する汚染の実態を食品群別に把

握し、標準的な食事を通じたダイオキシン類の推定一日摂取量を把握するため、毎年度、トータ
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ルダイエット方式による調査を実施している。 

（注）食品中のダイオキシン対策については、厚生労働省ホームページで公表 

（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dioxin/index.html） 

 

○ 令和２年度の調査においては、食品からのダイオキシン類の一日摂取量は、平均 0.40 pg 

TEQ/kg bw/日（0.11～0.91 pg TEQ/kg bw/日）と推定され、ダイオキシン類の耐容一日摂取量

（TDI）4 pg TEQ/kg bw/日を下回った。 

 

 

今後の取組 

 

○ 令和３年度におけるダイオキシン類の推定一日摂取量については、取りまとめ次第、公表する

予定である。 

 

○ ダイオキシン類をはじめとした食品に由来する汚染物質の摂取を抑制するためには、偏りの

ないバランスのとれた食生活を送ることが重要であるため、今後とも、その旨を一般消費者に呼

び掛けることとしている。 

 

 

（３）畜水産食品の残留有害物質モニタリング検査 

 

従前の経緯 

 

○ 畜水産食品の残留有害物質モニタリング検査については、毎年度、実施要領を策定し、各自治

体に対して、モニタリング検査を実施するよう依頼している。 
 

○ しかしながら、当該実施要領では、都道府県等の食品衛生監視指導計画に基づき年間計画を策

定することとするなど、検査計画の策定に関して自治体の裁量に委ねている部分が多い。 

 

○  当該モニタリング検査の検査計画策定に関するガイドラインを策定し、都道府県等に参考と

して通知を発出した。（令和３年４月28日付け薬生食基発0428第１号、薬生食監発0428第２号

） 

 

 

都道府県等に対する要請 

 

○ 令和４年度も引き続き、モニタリング検査の実施を依頼する予定であり、各都道府県等におか

れては、モニタリング検査の実施と結果の報告について協力をお願いする。 

 

○ また、食品衛生法に基づく措置を講ずる場合は、農政部局等の関係部局と十分に連携し、原因

の究明や生産者指導等の対策を図るようお願いする。 

 

○ 併せてその概要を当課に速やかに連絡するようお願いする。 
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（４）一般消費者に対する注意喚起について 

 

○ 収去検査等において、市場に流通している食品から残留基準値を超える農薬等が検出され、

人の健康への影響について一般消費者に対し注意喚起等する場合であって、当該農薬等に許容

一日摂取量（ＡＤＩ）だけでなく、急性参照用量（ＡＲｆＤ）が設定されている場合には、許

容一日摂取量と急性参照用量のそれぞれに基づいて、当該違反食品による人の健康への影響を

評価し、一般消費者向けに情報提供するようお願いする。 
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７．食中毒対策等 

 

（１）食中毒発生状況 

○ 令和３年における食中毒発生事例速報（令和４年２月 15 日現在）は、次のとおりである。 

 

① 合計では、患者数は 11,080 人（対前年比 24.2％減）、事件数は 717 件（対前年比 19.2％

減）、死者数は２人（前年３人）となっている。 

（注）患者数が 500 人を上回る事件は、２件であった（前年３件）。 

 

②  原因施設の判明した事例について、原因施設別に見ると、患者数は、多い順に仕出屋で

3,010 人（対前年比 30.2％減）、飲食店で 2,646 人（対前年比 62.0%減）、製造所で 2,127

人（対前年比 237.1％増）となっている。また、事件数は、多い順に飲食店で 283 件（対前

年比 24.5％減）、家庭で 106 件（対前年比 36.2％減）、販売店で 40 件（対前年比 18.4％

減）となっている。 

 

③  原因食品の判明した事例について、原因食品別に見ると、患者数は、多い順に乳類及びそ

の加工品で 1,896 人（前年０人）、複合調理食品で 1,039 人（対前年比 76.4％減）、魚介

類で 335 人（対前年比 52.9％減）となっている（「その他」を除く。以下この項について

同じ）。また、事件数は、多い順に魚介類で 223 件（対前年比 25.4％減）、複合調理食品

で 41 件（対前年比 8.9％減）、肉類及びその加工品で 31 件（対前年比 10.7％増）となって

いる。 

 

④  病因物質の判明した事例について、病因物質別に見ると、患者数は、多い順にノロウイル

スで 4,733 人（対前年比 29.3％増）、ウエルシュ菌で 1,916 人（対前年比 48.8％増）カン

ピロバクター・ジェジュニ／コリで 764 人（対前年比 15.2％減）となっている。また、事

件数は、多い順にアニサキスで 344 件（対前年比 10.9%減）、カンピロバクター・ジェジュ

ニ／コリで 154 件（対前年比 15.4％減）、ノロウイルスで 72 件（対前年比 27.3％減）とな

っている。 

 

 

（２）食中毒発生時の感染症担当部局等との連携 

 
                                                                     
従前の経緯 
                                                                                 
○ 食品や水を媒介とするノロウイルス、腸管出血性大腸菌等を原因とする感染症又は食中毒事

案は、食品衛生担当部局、感染症担当部局及び水道担当部局等とが連携して調査や被害拡大防止

等の対応をとることが必要である。また、広域に発生した食中毒事案についても、関係自治体が

連携して調査や被害拡大防止等の対応をとることが必要である。 

 

○ 「食中毒処理要領」等において、食中毒患者等が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律」（「感染症法」）で規定される疾病に罹患しているものと疑われる場合には、

食品衛生担当部局が感染症担当部局との間で情報を共有し調査を実施するよう、都道府県等に

要請している。 
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○ 食品衛生法第 21 条の３第１項の規定により、厚生労働大臣は、監視指導の実施に当たっての

連携協力体制の整備を図るため、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議

会を設けることができることとされた。本規定に基づき、平成 31 年４月１日に、地方厚生局の

管轄区域ごとに、管轄区域内の当該地方厚生局、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を構

成員とする広域連携協議会を設置した。 

 

都道府県等に対する要請 

 

○ 食品による健康被害情報の早期発見の観点から、通報を受ける可能性のある各地域の関係機

関（医療機関、消費生活センター、地方農政局、警察、消防等）との連携を図るために必要な体

制を整備することをお願いする。 

 

○ 一般に食品を媒介とする病原体（腸管出血性大腸菌、サルモネラ属菌、細菌性赤痢、コレラ、

腸チフス、Ａ型肝炎、Ｅ型肝炎等）を検出したときは、食中毒の広域散発発生との関連性の有無

を確認するため、菌株や解析データ等を国立感染症研究所へ迅速に送付することをお願いする。 

 

○ 食品衛生法第 63 条第３項に基づく速報対象はもちろんのこと、速報対象以外の事案を探知し

た場合についても、可能な限り初期の調査段階で、患者の発生状況、食材の流通調査等について

食中毒被害情報管理室に情報提供するよう努めることをお願いする。 

 

○ 広域的な食中毒事案発生時等に際して、その被害拡大防止のために広域連携協議会を開催し

た場合には、食中毒の原因調査及びその結果に関する必要な情報共有等の協力をお願いする。 

 

（３）ノロウイルスを原因とする食中毒対策 

 

従前の経緯 

 

【全般】 

○ 例年、12 月から３月までの間を中心に、ノロウイルスを原因とする食中毒が多数発生してい

る。ノロウイルス食中毒の約８割は調理従事者を介した食品の汚染が原因とされており、調理従

事者の健康管理や食品取り扱い者の汚染防止が重要である。平成 30年の食品衛生法改正により、

事業者が遵守すべき基準として食品衛生法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 23 号）に食品又は

添加物を取り扱う者の衛生管理を含む「一般的な衛生管理の取組」が規定された。 

 

○ また、平成 30 年の食品衛生法の改正により、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を原則、全ての食

品等事業者に求めることとなっており、その中で、「一般的な衛生管理」及び「HACCP に沿った

衛生管理」に関する基準に基づき衛生管理計画を作成し、関係者等に周知徹底を図ることを営業

者の実施すべきことの一つとして規定している。 

 

○ ノロウイルスについては、例年、12 月の中旬頃にピークとなる傾向があることを踏まえ、感

染症担当部局と協力し注意喚起を行っている。 

 

【二枚貝】 

○  ノロウイルス食中毒の発生拡大を防止するために、平成 19 年に開催された薬事・食品衛生審

議会食品衛生分科会食中毒部会で「ノロウイルス食中毒対策について（提言）」が取りまとめら

れ、二枚貝については、生産地における定期的な検査の実施等による生産海域の環境衛生の監視
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を行うことが重要とされた。この提言を踏まえ、「ノロウイルス食中毒対策について」（平成 19

年 10 月 12 日付け食安発第 1012001 号）により、食中毒の発生防止に努めるよう都道府県等に

要請した。 

 

○ 生食用かきを原因食品（推定を含む。）とするノロウイルス食中毒については、「生食用かき

を原因とするノロウイルス食中毒防止対策について」（平成 22 年１月 22 日付け食安監発 0122

第１号）を発出し、衛生主管部局と水産主管部局とが連携して、二枚貝の生産地における定期的

な検査の実施等による生産海域の環境衛生の監視等を徹底するよう、改めて都道府県等に要請

した。また、「生食用かきを原因とするノロウイルス食中毒防止対策について」（平成 25 年２

月 13 日付け食安監発 0213 第１号）において、①食中毒発生時には、採取海域までの遡り調査が

迅速に実施できるよう、必要な情報の記録の作成・保存に努めるよう事業者への指導を依頼、②

食中毒調査支援システム（ＮＥＳＦＤ）に生食用かきを原因（推定を含む。）とするノロウイル

ス食中毒の概要を掲載することで自治体間における情報共有が図れる体制とした。 

 

○ 生食用かきを原因とする食中毒事案が発生した場合には、関係都道府県等相互間で連携しつ

つ、かきを採取した海域に関する追跡調査を実施し、当該海域における生食用としてのかきの出

荷の自粛を指導する等の措置を講じている。 

 

 

都道府県等に対する要請 

 

【食中毒予防対策】 

○  例年、仕出し屋、飲食店及び旅館等におけるノロウイルスによる食中毒事件の報告が、他施

設と比較して多い傾向にある。これらの原因の多くは、ノロウイルスに感染した調理従事者等

が汚染源と推察されていることから、調理従事者の健康管理や食品取り扱い者の汚染防止が重

要であることを踏まえ、施設の責任者に対し、調理従事者等を含め職員の健康管理及び健康状

態の確認を組織的・継続的に行い、調理従事者等の感染及び調理従事者等からの施設汚染の防

止に努めるよう指導すること。 
 

○ 「業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書」、「大量調理施設衛生管理マニュ

アル」、「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」等を参考に、食品等事業者や調理従事者の衛生管理等

について監視指導を行うとともに、予防法の周知、発生防止対策等の衛生教育を充実すること。

また、地域住民に対してはノロウイルスに関する正しい知識について情報提供すること。 

 

○  かき等の二枚貝を採取する海域の衛生管理のため、衛生主管部局と水産主管部局との連携を

図り、生産地における定期的な検査の実施等による生産海域の環境衛生の監視等を徹底し、食

中毒の発生防止に努めることをお願いする。 

 

○  二枚貝等の生産自治体においては、「生食用かきを原因とするノロウイルス食中毒防止対策

について」（平成 22 年１月 22 日付け食安監発 0122 第１号）に基づき、食品衛生担当部局と水

産担当部局とが連携して食中毒の発生防止に努めることをお願いする。 

 

 

【食中毒発生時の対策】 

以下の点について、対応をお願いする。 
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○  ノロウイルスを原因とする胃腸炎に集団で感染した事案を探知したときは、食中毒か感染症

かの判断を行う前に、食品衛生担当部局と感染症担当部局においては発生当初から情報を共有

するとともに、疫学的な調査マニュアルに基づいて科学的に共同調査を行うことをお願いする。 

 

○  ノロウイルス食中毒が発生した際には、病因物質、原因施設、原因食品、原因食材、汚染源、

汚染経路等について、「食中毒処理要領」，「食中毒調査マニュアル」及び関係通知等に基づ

き調査を実施し、その結果、食中毒と判断する場合には、ノロウイルス感染者との濃厚接触、

ノロウイルス感染者の糞便若しくは嘔吐物による塵埃又は環境を介した感染等でない根拠を

明確にすることをお願いする。 
 

○  生食用かき等の二枚貝を原因とする食中毒事案が発生した場合には、採取した海域に関する

追跡調査の実施を徹底し、採取海域を特定又は推定するに至ったときは、速やかに当該海域を

管轄する都道府県等へ連絡するとともに、厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課に報告

すること。また、連絡を受けた自治体においても、水産担当部局と連携して当該海域における

生食用かきの出荷の自粛を指導する等の措置を速やかに講じることをお願いする。 
 

 

ノロウイルスによる食中毒発生状況 

 
※ 令和３年のグラフは速報値 
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（４）腸管出血性大腸菌やカンピロバクターを原因とする食中毒対策 

 

従前の経緯 

 

【腸管出血性大腸菌】 

 

○  平成 28 年に老人ホームで発生した野菜調理品を原因とした食中毒事案を踏まえ、野菜及び

果物を高齢者、若齢者及び抵抗力の弱い者を対象とした食事を提供する施設で、加熱せずに供

する場合（表皮を除去する場合を除く。）には、殺菌を行うよう、平成 29 年６月 16 日に、「大

量調理施設衛生管理マニュアル」を改訂して関係機関に周知した。  

 

○  腸管出血性大腸菌の遺伝子検査手法については、反復配列多型解析法（ＭＬＶＡ法）に統一化

した。また、腸管出血性大腸菌の事案の早期探知及び関係部門間の情報共有を目的とした共通

ＩＤによる疫学情報の管理、ＭＬＶＡ法による結果の取扱い、及び広域的な感染症・食中毒に関

する調査情報の共有手順等について、平成 30 年６月 29 日付け事務連絡「腸管出血性大腸菌に

よる広域的な感染症・食中毒に関する調査について」において定めた。 

 

【カンピロバクター】 

○ カンピロバクターを原因とする食中毒について、主な要因は生又は加熱不足の食鳥肉及び食

鳥肉から他の食品への二次汚染等となっている。これを踏まえ、平成 19 年３月に、「カンピロ

バクター食中毒予防について（Ｑ＆Ａ）」を策定して関係機関に周知し、平成 28 年６月に知見

の進展等に対応して更新を行った。 

  （注）令和３年６月に内閣府食品安全委員会が「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル
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～ 鶏肉等における Campylobacter jejuni/coli ～」。を改訂した。 

 

○ カンピロバクターによる食中毒患者は、加熱不十分な鶏肉メニューを喫食している

ケースが多いことから、平成 29 年 3 月に「カンピロバクター食中毒対策の推進につい

て」を通知し、鶏肉を飲食店営業者に販売する食鳥処理業者、卸売業者等にあっては、

食鳥処理業者、卸売業者等に対して、飲食店業者が鶏肉を客に調理・提供する際には加

熱が必要である旨の情報伝達を販売の際に行うことについて指導を実施している。また、

平成 30 年３月に「カンピロバクター食中毒事案に対する告発について」を通知し、事案

の悪質性、組織性、緊急性、広域性等を総合的に勘案し、カンピロバクター食中毒を発

生させた関係事業者に対する告発の必要性について対応を行っている。 

 

 

今後の取組 

 

○ 牛のその他の内臓、鶏肉等の生食については、引き続き注意喚起を行っていくとともに、公衆

衛生上のリスクの大きさを踏まえ、今後の取扱いについて検討することとしている。 

 

○ ＴＶやＳＮＳ等において、飲食店等におけるレアハンバーグの提供等が放映されていること

については、消費者等が誤認する恐れがあることから、個別にメディア対応を行なっている。引

き続き、生食のリスクや食肉は良く加熱して喫食する等の情報提供等を行っていく予定。 

 

都道府県等に対する要請 

 

【食中毒予防対策】 

○  鶏肉を飲食店営業者に販売する食鳥処理業者、卸売業者等に対し、飲食店業者が鶏肉を客に

調理・提供する際には加熱が必要である旨の情報伝達を販売の際に行うよう指導することにつ

いて、周知徹底をお願いする。 

 

○  いわゆるレアハンバーグ等の、加熱不十分な状態で食べさせることを想定している挽肉調理

品を客に提供している飲食店等を営む事業者については、その製品の特性上、内部にまで食中

毒の原因となる菌等が存在するおそれがあるため、中心部の色が変化するまで、十分に加熱す

る必要があることを周知徹底し、中心部まで十分に加熱するよう監視指導を徹底することをお

願いする。 

 

○  飲食店、大量調理施設等における食肉及び食鳥肉に関する衛生管理の徹底など、事業者に対

する監視指導を適切に実施すること。特に、成形肉を提供する飲食店に対しては、中心部を 75℃

１分間以上又はこれと同等の加熱効果を有する方法により加熱調理するよう指導するととも

に、客に対し、加工処理された旨や加熱方法等の必要な情報を確実に提供するよう指導するこ

とをお願いする。 

 

○  生食用食肉（牛肉）については、これまでの監視指導の結果や認定生食用食肉取扱者等の情

報を踏まえ、規格基準の遵守について、監視・指導の徹底をお願いする。 

 

○  特に夜間営業の飲食店について、営業時間内の監視・指導の実施をお願いする。 
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○  動物の食肉や内臓については、食中毒を起こす細菌やウイルス等の危険性があるため、中心

部まで十分に加熱調理して食べることが重要である。特に、シカやイノシシなど狩猟の対象と

なり食用とする野生鳥獣（ジビエ）の肉等については、生又は加熱不十分な状態で食用すると、

Ｅ型肝炎や腸管出血性大腸菌症による食中毒のリスクがあるほか、寄生虫の感染も知られて

いる。 

   このため、引き続き、食肉等の生食について、消費者に対する注意喚起及び関係事業者に対

する適切な監視・指導をお願いする。また、地元のメディア等で報道等されている場合には、

当該メディア等にそのリスクについて適切に報道するよう注意喚起をお願いする。 

 

○  一般消費者に対しては、食肉及び食鳥肉の加熱調理に際しては、十分に火を通すとともに、

高齢者、乳幼児等の抵抗力に乏しい者に生又は加熱不足の食肉及び食鳥肉を摂取させないよう、

注意喚起をお願いする。 

 

○  腸管出血性大腸菌の遺伝子検査手法について、反復配列多型解析法（ＭＬＶＡ）に統一化し

てシステム解析を実施している。地方衛生研究所においては、引き続き、体制整備に向けた検

討をお願いする。 

 

【食中毒発生時の対策】 

○  腸管出血性大腸菌の事案の早期探知及び関係部門間の情報共有のため、引き続き、平成 30 年

６月 29 日付け事務連絡「腸管出血性大腸菌による広域的な感染症・食中毒に関する調査につい

て」に基づく国立感染症研究所へのＭＬＶＡ検査結果や菌株の送付、並びに食品保健総合情報処

理システムに掲載しているＭＬＶＡリストの確認等の対応をお願いする。 

 

○ 悪質な事案や健康被害をもたらす事案については、その悪質性、広域性を総合的に勘案し、警

察関係行政機関等との連携や告発等、厳正な措置を講ずることをお願いする。 

 

 

（５）死者が発生している重篤な食中毒について 
 
従前の経緯 

 

○  毎年、食用の野草と間違えて有毒植物を喫食したことによる食中毒や毒キノコの誤食による

食中毒が発生している。令和３年には、有毒植物であるイヌサフランを喫食したことによる食

中毒事件が１件発生し１名の死亡者がでている。また、サルモネラ属菌による事件が１件発生

し、１名の死者が発生した。こうした状況を踏まえ、厚生労働省において、有毒植物、毒キノ

コ及びフグによる食中毒予防のリーフレット等を作成し、ホームページやツイッター等を通じ

て広く国民に対する注意喚起を行うとともに、都道府県等に対し消費者及び関係事業者に対し

ても情報提供及び注意喚起を依頼している。 

 

 

都道府県等に対する要請 

 

○  引き続き、食用の野草と確実に判断できない植物については、採取、販売、喫食しないよう、

消費者及び食品関係事業者に対して情報提供及び注意喚起を適切に実施するようお願いする。

同様に、自分で釣ったフグや譲ったフグが原因の重傷事例や死亡事例が多いことから、消費者

及び都道府県等に対する情報提供及び注意喚起をお願いする。 
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（６）食中毒事案に伴う行政処分の手続 
                                                                     
従前の経緯 

 

食品衛生法第 59 条及び第 61 条までの規定に基づく食品等事業者に対する処分は、事業者によ

る被害拡大防止対策、再発防止対策が完了するために必要十分な期間・範囲をとることが重要であ

る。 

これらの不利益処分を行う際には、処分の名宛人である食品等事業者に対し、調査結果等を丁寧

に説明するとともに、行政手続法（平成５年法律第 88 号）の規定に基づき、名宛人に対し、原則

として、処分と同時に、当該処分の理由を示す等の必要な手続を行わなければならない。 

過去の食品衛生法に基づく処分の取消し訴訟においては、処分に当たって、「法第６条に違反し

た」と記載されているのみで、処分の原因となる基本的事実関係や、違反した条項が具体的に示さ

れておらず、行政手続法が求める理由の提示がなされていないとして、処分の違法性が指摘されて

いる裁判例がある。 

 

 

都道府県等に対する要請 

 

○ 食中毒事案等に伴い、不利益処分を行うに当たって食品等事業者に通知する営業の禁停止等

の命令書について、食品衛生法の条文のみを記載し通知している事案も散見されることから、不

利益処分を行う場合は、行政手続法に基づき、以下を踏まえ処分の理由を適切に提示する等の必

要な手続を行うこと。 

 

○ 一般に、処分に理由の提示が求められているのは、処分庁の判断の慎重と合理性を担保してそ

の恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立ての便宜を与える趣旨

であり、その提示を欠く場合には、当該処分自体の取消しを免れない。   

また、理由の提示の程度は、これまでの判例法理から、いかなる事実関係に基づき、いかなる

法規を適用して当該処分がなされたのかを、処分の相手方において、その提示内容自体から了知

し得るものでなければならないこととされている。このことは、原因食品や原因施設が一応推定

しかできない等の場合において不利益処分を行うときも同様であり、当該処分の理由について、

上記判例法理を踏まえ、記載する必要があり、単に抽象的に処分の根拠規定を示すだけでは、例

外的な場合を除いては、理由の提示として十分ではないとされている。 

食品衛生法第６条に違反したとして営業者に対し、営業の禁停止処分を行う場合には、当該営

業者、食品を食中毒の原因として判断、推定した根拠である疫学的調査結果に基づき、同条に違

反したとする食品、それが同条各号のいずれに該当するか、当該営業者の行為が同条の禁止する

行為（販売、製造等）のいずれに該当するかを記載する等、具体的事実と適用する法条の適用関

係が明らかになるよう記載することが必要である。 
なお、事業者に処分内容を通知する際には、当該記載内容を丁寧に説明するとともに、営業の

禁停止期間中に取り組むべき内容（施設の清掃、衛生教育等）を十分に理解させることが必要で

あることを念のため申し添える。 
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（７）食中毒等関連システムの活用 

 

従前の経緯 

 

○ 食中毒発生情報、夏期・年末報告及び食肉検査等情報については、食品保健総合情報処理シス

テムを活用し、統計情報の取りまとめを行っている。 

 

○ 平成 22 年４月、厚生労働省に集約される食中毒関連情報について、都道府県等の本庁、保健

所、地方衛生研究所等との情報共有を可能にするため、ＮＥＳＦＤの運用を開始した。 

 

○ 平成 24 年４月より食品保健総合情報処理システムについては、ＮＥＳＦＤと一元化した運用

を開始している。 

 

○ 平成 27 年 12 月より現行の食品保健総合情報処理システムとＮＥＳＦＤを統合し、新食品保

健総合情報処理システムとして運用を開始した。 

 

○ 食品保健総合情報処理システムについて、令和３年３月にシステムを更改した。 

 

 

都道府県等に対する要請 

 

○  食中毒事件速報の報告は、原則として、食品保健総合情報処理システムにより行うこと。特

に夜間・休日の食中毒事件速報については、迅速な事案把握のため食品保健総合情報処理シス

テムからの自動転送機能を活用していることから、当該システムによる報告をお願いする。 

 

○  食中毒事件票については、引き続き、可能な限り速やかに食品保健総合情報処理システムに

入力すること。その際には、可能な限り詳細な感染の経路等を、発生要因欄又は備考欄に記入

することをお願いする。 

 

○  食品保健総合情報処理システムから配信される食中毒速報やその他の食中毒関連情報（食中

毒詳報、広域食中毒関連情報、感染症サーベイランス情報、分子疫学情報等）を確認すること

により、全国的な食中毒発生動向を踏まえた監視指導に留意するよう、管轄保健所及び地方衛

生研究所等の職員へ周知することをお願いする。 

 

○  食中毒詳報については、原則として食品保健総合情報処理システムを使用して提出すること。

また、食中毒事件詳報の作成に当たっては、その有効活用の観点から考察部分に次の検証事項

を記載するよう努めていただきたい。 

ア．発生の探知において今後改善を要すると考えられる事項 

イ．原因究明調査において今後改善を要すると考えられる事項 

ウ．被害拡大防止のために今後改善を要すると考えられる事項 

エ．再発防止のために参考になると考えられる事項 

 

○  食品保健総合情報処理システムの掲示板は、関係する自治体の情報交換に使用できることか

ら、食中毒被害情報管理室に連絡の上、積極的に活用願いたい。また、食品保健総合情報処理
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システムの使用においては、情報セキュリティ管理の観点から、定期的にパスワードの変更を

行うこと。 

 

 
８ 輸入食品の安全確保対策 
 

 輸入食品の安全性の確保は、国民の関心が非常に高い極めて重要な課題となっている。このため、年度ごと

に「輸入食品監視指導計画」を定め、①輸出国段階、②輸入時の水際段階、③国内流通段階の３段階で対策を実

施している。 
 
（１）輸出国における衛生対策                                                     
                                                                     
従前の経緯 
                                                                                 
○ 輸出国における衛生管理対策の推進として、輸出国政府等に対し、違反原因の究明及び発生防止対策の確立

を要請するとともに、二国間協議を通じて生産等の段階における衛生管理の実施、監視体制の強化、輸出前検

査の実施等の推進を図るほか、必要に応じ、担当官を派遣して輸出国の衛生対策の調査、我が国における食品

衛生規制を周知するための説明会等を実施している。                         
                                                                                 
〇  牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に係る対策について、令和２年度においては、アイルランド産牛挽肉について、ア

イルランド政府と協議を実施し、現地における管理状況等を勘案し、輸入を解禁した。また、フランス産牛肉

について、食品安全委員会による食品健康影響評価に基づき、フランス政府と協議を実施し、現地調査にて対

日輸出プログラムが遵守されていることが確認されたことから、輸入時に係る月齢制限を撤廃した。さらに、

イタリア産めん羊及び山羊肉について、食品安全委員会による食品健康影響評価に基づき、イタリア政府と協

議を実施し、輸入を解禁した。 
 
〇 改正食品衛生法の完全施行に向け、ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理が必要となった獣畜及び家きんの肉及び臓

器の輸出国に対し、管理状況等の確認のため、二国間協議を実施した。 
 
今後の取組 
 
○ 引き続き、個別問題が発生した際の二国間協議及び現地調査を通じた輸出国段階の衛生対策の検証等により

輸出国段階おける衛生管理をより一層推進する。 
                                                                                 
（２）輸入時（水際）における衛生対策                                            
                                                                     
従前の経緯 
 
○  輸入時の衛生対策としては、多種多様な輸入食品を幅広く監視するため、年間計画に基づくモニタリング検

査を実施するとともに、食品衛生法違反が確認された輸入食品等については、必要に応じて検査率を引き上げ

て検査し、さらに食品衛生法違反の可能性が高いと見込まれる輸入食品について、輸入の都度、輸入者に対し

て検査命令を実施している。                                                 
 （注）モニタリング検査の件数は、食品群ごとや検査項目ごとに統計学的に一定の信頼度で違反を検出す 
      ることが可能な検査件数を基本として設定される。                                    
                                                                                 
○  令和２年度には、約 235 万件の輸入届出に対して、200,876 件（モニタリング検査 48,048 件（延べ

102,070 件）、検査命令 68,941 件、指導検査等 86,507 件の合計から重複を除いた数値）を実施し、そのう

ち、691 件を食品衛生法違反に該当するものと確認し、輸入者に対して廃棄、積戻し等の措置を求めた。       
                                                              
今後の取組 
 
○  引き続き、「輸入食品監視指導計画」に基づきモニタリング検査を実施するとともに、検査結果等に応じて検

査の強化を行う。 
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    また、食品衛生法違反を未然に防止するため、輸入者に対し、輸入食品等の安全性確保に努めるよう指導を

行うほか、輸入前指導を一層推進し、自主的な衛生管理の推進を図る。 
 
（３）国内流通時における衛生対策 

 
○  輸入食品に対する国内流通時の衛生対策としては、都道府県等において、監視指導計画に基づき、管内に流

通する輸入食品の検査や輸入事業者に対する指導等を行っていただいている。令和２年度は４件の違反が確認

され、廃棄等の措置を講ずるとともに、厚生労働省に通報していただき、厚生労働省においては、輸入時監視

の強化を図った。 
 
○  今後とも、都道府県等との連携を密にし、輸入食品の安全性確保を図っていきたい。 
 
都道府県等に対する要請 
 
○ 次に掲げる３点をお願いする。 
 
① 国内で流通する輸入食品については、「輸入食品監視指導計画」のほか、厚生労働省ホームページ等に掲載さ

れた輸入者に対する検査命令に関する通知、食品衛生法違反に該当する食品に関する情報等を参考としつつ、

監視指導を効率的に実施すること。 
                                           
② 食品衛生法違反に該当する輸入食品を確認したときや、輸入食品を原因とする食中毒事案を確認したときは、

輸入時の水際段階の検査や国内流通段階の監視指導が迅速に実施されるよう、直ちに厚生労働省食品監視安

全課に対し、「国内における輸入食品等違反発見連絡票」による連絡を徹底するとともに、関係都道府県等に

連絡すること。 
 
③ 輸入時の水際段階の検査、海外情報等を通じて食品衛生法違反に該当するものと確認された輸入食品のうち、

通関手続を経て国内で流通するものについては、関係の都道府県等において回収等の措置を命令するなど、監

視指導を適切に実施すること。 
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